図解でわかるストックオプションの仕組み

1.ストックオプション（SO）とは
ストックオプション（Stock Option：SO）は、企業が役職員に対して、将来あらかじめ定められた価格（行使価格）で自社株式を購入できる権利を付与する制度です。

2.ストックオプションの種類
	種類
	概要
	特徴

	税制適格ストックオプション
	税制要件を満たすストックオプション
	行使時課税なし。
売却時に譲渡所得が課税される。

	税制非適格ストックオプション
	税制要件を満たさないストックオプション
	行使時に給与課税が発生。
株式売却時には譲渡所得（申告分離課税）として課税される。

	有償ストックオプション（RSU類似）
	権利取得に対価を支払うストックオプション
	希薄化を抑えつつ柔軟な設計が可能。
権利行使時は課税されず、株式の売却時にのみ譲渡 所得として課税される。



3.ストックオプションのメリット

【企業側のメリット】
· 人材の採用・定着を促進できる
· キャッシュアウトを抑えつつ報酬を強化
· 企業価値向上へのインセンティブ設計が可能

【従業員側のメリット】
· 株価上昇による利益獲得のチャンス
· 企業成長と個人報酬が連動
· 税制適格ストックオプションなら税負担が軽減

4.権利付与から行使までの流れ
以下はストックオプションの一般的なフローを図解したものです。
①権利付与（Grant）
　　　↓（ベスティング：在籍・期間条件の付与）
②権利確定（Vesting）
　　　↓（行使可能期間）
③行使（Exercise）
　　　↓（株式取得）
④売却（Sell） → 利益が確定

5.税制適格と非適格の違い

税制適格ストックオプション
· 行使：課税なし
· 売却：譲渡所得（20.315%）

税制非適格ストックオプション
· 行使：給与課税（累進税率）
· 売却：譲渡所得（20.315%）
